
- 1 -

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
号

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
分
課
等
）

（
分
課
等
）

第
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
当

第
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
き
、
当

該
課
に
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
室
を
置
く
。

該
課
に
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
室
を
置
く
。

略

略

略

略

略

略

企
画
振
興
部

総
合
政
策
課

企
画
振
興
部

総
合
政
策
課

被
災
者
受
入
支
援
室

略

略

デ
ジ
タ
ル
政
策
推

情
報
企
画
課

進
課

略

略

略

略

略

略

略

略

産
業
労
働
部

略

略

産
業
労
働
部

略

略

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
振
興
課

産
業
課

略

略

略

略

略

略

略

略

（
総
務
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
条

総
務
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

総
務
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

総
務
課

総
務
課

一
～
二
十

略

一
～
二
十

略
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二
十
一

本
県
に
避
難
し
た
被
災
者
の
援
護
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
～
二
十
五

略

二
十
一
～
二
十
四

略

秘
書
課
～
総
合
防
災
課

略

秘
書
課
～
総
合
防
災
課

略

２

略

２

略

（
企
画
振
興
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

（
企
画
振
興
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

企
画
振
興
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条

企
画
振
興
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

総
合
政
策
課

総
合
政
策
課

一
～
七

略

一
～
七

略

八

本
県
に
避
難
し
た
被
災
者
の
援
護
に
関
す
る
こ
と
。

八
・
九

略

九
・
十

略

市
町
村
課

略

市
町
村
課

略

デ
ジ
タ
ル
政
策
推
進
課

略

情
報
企
画
課

略

調
査
統
計
課
・
国
際
課

略

調
査
統
計
課
・
国
際
課

略

２

総
合
政
策
課
被
災
者
受
入
支
援
室
は
、
総
合
政
策
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち

第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

（
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

（
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
条
の
三

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

第
六
条
の
三

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

観
光
戦
略
課

観
光
戦
略
課

一
～
三

略

一
～
三

略

四

本
県
の
魅
力
の
増
進
及
び
情
報
の
発
信
等
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所

管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
～
十
四

略

五
～
十
五

略

観
光
振
興
課

観
光
振
興
課

一
～
七

略

一
～
七

略

八

本
県
の
魅
力
の
増
進
及
び
情
報
の
発
信
等
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所

管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

秋
田
う
ま
い
も
の
販
売
課
～
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

略

秋
田
う
ま
い
も
の
販
売
課
～
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

略
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（
農
林
水
産
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

（
農
林
水
産
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

農
林
水
産
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
九
条

農
林
水
産
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

農
林
政
策
課

農
林
政
策
課

一
～
十
六

略

一
～
十
六

略

十
七

ス
マ
ー
ト
農
業
（
ロ
ボ
ッ
ト
、
人
工
知
能
そ
の
他
の
先
端
技
術
を

活
用
す
る
農
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
～
二
十
五

略

十
七
～
二
十
四

略

農
業
経
済
課

略

農
業
経
済
課

略

農
山
村
振
興
課

農
山
村
振
興
課

一
～
九

略

一
～
九

略

十

農
業
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に

十

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
一
～
十
三

略

十
一
～
十
三

略

水
田
総
合
利
用
課

水
田
総
合
利
用
課

一
～
五

略

一
～
五

略

六

肥
料
の
品
質
の
確
保
等

に
関
す
る
こ
と
。

六

肥
料
の
流
通
及
び
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

七
～
九

略

七
～
九

略

十

農
薬
の
安
全
か
つ
適
正
な
使
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

十

農
薬
の
流
通
及
び
取
締
り

に
関
す
る
こ
と
。

十
一
～
十
三

略

十
一
～
十
三

略

園
芸
振
興
課

園
芸
振
興
課

略

畜
産
振
興
課

畜
産
振
興
課

一
～
五

略

一
～
五

略

六

養
蜂

に
関
す
る
こ
と
。

六

養
ほ
う
に
関
す
る
こ
と
。

七
～
十
一

略

七
～
十
一

略

農
地
整
備
課

略

農
地
整
備
課

略

水
産
漁
港
課

水
産
漁
港
課

一
～
四

略

一
～
四

略

五

水
産
物
の
増
殖
及
び
養
殖
に
関
す
る
こ
と
。

五

沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

六
～
二
十
一

略

六
～
二
十
一

略
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林
業
木
材
産
業
課
・
森
林
整
備
課

略

林
業
木
材
産
業
課
・
森
林
整
備
課

略

２
・
３

略

２
・
３

略

（
産
業
労
働
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

（
産
業
労
働
部
各
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
一
条

産
業
労
働
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
一
条

産
業
労
働
部
各
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

産
業
政
策
課
～
商
業
貿
易
課

略

産
業
政
策
課
～
商
業
貿
易
課

略

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
振
興
課

略

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
課

略

雇
用
労
働
政
策
課

略

雇
用
労
働
政
策
課

略

２
・
３

略

２
・
３

略

（
地
域
振
興
局
農
林
部
各
課
所
の
所
掌
事
務
）

（
地
域
振
興
局
農
林
部
各
課
所
の
所
掌
事
務
）

第
十
五
条
の
九

地
域
振
興
局
農
林
部
各
課
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

第
十
五
条
の
九

地
域
振
興
局
農
林
部
各
課
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

農
業
振
興
普
及
課

農
業
振
興
普
及
課

一
～
六

略

一
～
六

略

七

農
地
中
間
管
理
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

七

農
業
構
造
改
善
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八
～
二
十
八

略

八
～
二
十
八

略

森
づ
く
り
推
進
課
・
農
村
整
備
課

略

森
づ
く
り
推
進
課
・
農
村
整
備
課

略

２

略

２

略

（
名
称
及
び
位
置
）

（
名
称
及
び
位
置
）

第
二
十
七
条

福
岡
事
務
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
七
条

福
岡
事
務
所
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

名
称

位
置

秋
田
県
福
岡
事
務
所

福
岡
市
中
央
区
大
名
一
丁
目
十
二
番
六
十
号

秋
田
県
福
岡
事
務
所

福
岡
市
中
央
区
天
神
二
丁
目
八
番
三
十
四
号

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
百
二
十
八
条

農
業
試
験
場
各
室
及
び
各
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

第
百
二
十
八
条

農
業
試
験
場
各
室
及
び
各
部
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

総
務
管
理
室

略

総
務
管
理
室

略

企
画
経
営
室

企
画
経
営
室
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一
～
五

略

一
～
五

略

六

ス
マ
ー
ト
農
業
に
関
す
る
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
（
他

の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
～
九

略

六
～
八

略

作
物
部
～
生
産
環
境
部

略

作
物
部
～
生
産
環
境
部

略

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
百
二
十
八
条
の
十
三

水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
の
総
務
企
画
室
及
び
各
部
の
所

第
百
二
十
八
条
の
十
三

水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
の
総
務
企
画
室
及
び
各
部
の
所

掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

総
務
企
画
室

総
務
企
画
室

一
～
三

略

一
～
三

略

四

水
産
業
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
普
及
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

五
～
七

略

四
～
六

略

資
源
部
・
増
殖
部

略

資
源
部
・
増
殖
部

略

第
二
百
四
十
五
条

略

第
二
百
四
十
五
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
当
該
中

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
当
該
中

欄
に
掲
げ
る
事
務
部
局
の
組
織
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
職

欄
に
掲
げ
る
事
務
部
局
の
組
織
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
職

務
は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

務
は
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

番
号

職

事
務
部
局
の
組
織

職
務

番
号

職

事
務
部
局
の
組
織

職
務

一

略

略

略

一

略

略

略

二

健
康
医
療
技
監

略

上
司
の
命
を
受
け
て
、

二

社
会
福
祉
監

略

上
司
の
命
を
受
け
て
、

知
事
が
指
示
す
る
健
康

知
事
が
指
示
す
る
福
祉

及
び
医
療
に
関
す
る
調

行
政

に
関
す
る
調

査
、
調
整
等
を
つ
か
さ

査
、
調
整
等
を
つ
か
さ

ど
る
。

ど
る
。

三
～
九

略

略

略

三
～
九

略

略

略

十

デ
ジ
タ
ル
化
統

企
画
振
興
部

上
司
の
命
を
受
け
て
、

括
監

情
報
化
に
関
す
る
特
に



- 6 -

重
要
な
事
項
の
統
括
に

関
す
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

十
一
～

略

略

略

十
～
十

略

略

略

十
八

七

十
九

Ｉ
Ｃ
Ｔ
戦
略
推

デ
ジ
タ
ル
政
策
推

略

十
八

Ｉ
Ｃ
Ｔ
戦
略
推

情
報
企
画
課

略

進
監

進
課

進
監

二
十

デ
ジ
タ
ル
ガ
バ

デ
ジ
タ
ル
政
策
推

上
司
の
命
を
受
け
て
、

メ
ン
ト
推
進
監

進
課

行
政
事
務
の
デ
ジ
タ
ル

化
に
関
す
る
特
に
重
要

な
事
項
の
企
画
、
調
整

等
を
つ
か
さ
ど
る
。

二
十
一

人
材
誘
致
推
進

移
住
・
定
住
促
進

上
司
の
命
を
受
け
て
、

監

課

移
住
及
び
定
住
に
関
す

る
特
に
重
要
な
事
項
の

企
画
、
調
整
等
を
つ
か

さ
ど
る
。

二
十
二

略

略

略

十
九
～

略

略

略

～
二
十

二
十
一

四

二
十
二

企
業
誘
致
推
進

産
業
集
積
課

上
司
の
命
を
受
け
て
、

監

企
業
誘
致
の
推
進
に
関

す
る
特
に
重
要
な
事
項

の
企
画
、
調
整
等
を
つ

か
さ
ど
る
。

二
十
五

新
エ
ネ
ル
ギ
ー

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資

上
司
の
命
を
受
け
て
、

推
進
監

源
振
興
課

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に

関
す
る
特
に
重
要
な
事

項
の
企
画
・
調
整
等
を
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つ
か
さ
ど
る
。

二
十
六

略

略

略

二
十
三

略

略

略

～
五
十

～
五
十

九

六

備
考

略

備
考

略

５

略

５

略

６

第
一
項
の
理
事
、
第
二
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る

６

第
一
項
の
理
事
、
第
二
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る

職
、
第
四
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
五
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
及
び
前
項
の

職
、
第
四
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
及
び
前
項
の

班
長
は
単
純
労
務
の
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

班
長
は
単
純
労
務
の
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
一
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
を
い

六
十
一
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
職
員
（
臨
時
及
び
非
常
勤
の
職
員
（

う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
職
員
（
臨
時
及
び
非
常
勤
の
職
員
（
同
表
第
四

同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

十
七
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
も
つ
て

す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
も
つ
て

充
て
、
第
二
項
の
表
第
二
十
二
号
並
び
に
第
四
項
の
表
第
五
十
七
号
か
ら
第

充
て
、
第
二
項
の
表
第
二
十
二
号
並
び
に
第
四
項
の
表
第
五
十
四
号
か
ら
第

五
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
は
単
純
労
務
の
職
員
（
臨
時
及
び
非
常
勤
の
職

五
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
は
単
純
労
務
の
職
員
（
臨
時
及
び
非
常
勤
の
職

員
（
同
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

員
（
同
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
充
て
る
。

務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
充
て
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


